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第６回 大崎上島町振興基本計画審議会 議事要旨 

 

【開催概要】 

会 議 名  第６回大崎上島町振興基本計画審議会 

開催日時  令和７年１月 31日（金）13時 40分～14時 40分 

開催場所  大崎上島町本庁２階会議室（大崎上島町東野6625-1） 

 

出席者 18名 

氏名 団体名 役職 出席者 

有田 卓也 大崎上島町社会福祉協議会 会長 〇 

浅岡 法光 大崎上島町連合区長会 会長 〇 

児玉 昭彦 大崎上島町連合区長会 副会長 〇 

山田 泰三 大崎上島町連合区長会 副会長 〇 

信谷  裕 大崎上島町商工会 会長 〇 

金子  仁 広島ゆたか農業協同組合 代表理事組合長 代理：近藤 範之 

中村 修司 大崎内浦漁業協同組合 代表理事組合長 〇 

濱中 国雄 大崎上島漁業協同組合 代表理事組合長 欠席 

下末 法子 大崎上島町商工会女性部 部長 欠席 

岡田 太郎 大崎上島町商工会青年部 部長 代理：森下 惠介 

中原 幸太 大崎上島町観光協会 会長 欠席 

逸見  真 広島商船高等専門学校 校長 欠席 

岩﨑 太郎 大崎上島町農業委員会 会長 欠席 

森本  儉 大崎上島町民生委員児童委員協議会 会長 欠席 

堀  一朗 青少年育成大崎上島町民会議 会長 〇 

田房 明美 大崎上島町女性会 会長 〇 

末田 尚行 大崎上島町ＰＴＡ連合会 会長 〇 

信谷 俊樹 大崎上島町議会 議長 〇 

水橋 直行 大崎上島町議会 副議長 〇 

閑田 大祐 総務福祉文教常任委員会 委員長 〇 

森若  厳 産業建設常任委員会 委員長 〇 

小田  博 大崎上島町 副町長 〇 

佐々木智彦 大崎上島町教育委員会 教育長 〇 

坂田  誠 大崎上島町 総務課長 〇 
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【開会】 

＜事務局 第６回大崎上島町振興基本計画審議会開会宣言＞ 

 

【１ 有田会長挨拶】 

＜有田会長挨拶＞ 

委員の皆様におかれましては、第６回大崎上島町振興基本計画審議会にお集まりいただ

き、誠にありがとうございます。 

前回の審議会では、大崎上島町の人口動向を踏まえた、「人口変化が地域に与える影響」

や、「目指す将来像の実現に必要な政策シナリオ」について、また「各政策における施策」

などについて、事務局から説明があり、皆様からさまざまなご意見をいただきました。 

本日は、第５回審議会の終了後に実施した総合計画に対する意見募集の結果についての

報告や、これまでの議論を踏まえた人口ビジョンと総合戦略の原案について、事務局から説

明があると伺っております。 

この審議会の開催も、本日を含め、残すところ２回となりました。より良い新たな計画と

なるよう、さまざまな視点で、委員の皆様からの忌憚のないご意見をいただければ幸いでご

ざいます。 

それでは、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【２ 協議事項】 

２－１【大崎上島町第３次長期総合計画】 

会長 これより議事を進めさせていただきます。 

２の協議事項に入ります。「（１）大崎上島町第３次長期総合計画」

について、事務局から説明をお願いします 

事務局 ＜資料１説明＞ 

会長 ただいま、事務局から説明がありましたが、ご質問等はありません

でしょうか。 

各委員 ＜意見なし＞ 

会長 続きまして、資料２について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜資料２説明＞ 

委員 国の政策では、特定技能１号での外国人労働者を５年間で約 80 万

人受け入れることになっています。町内には既に約 230人の外国人が

居住しています。特定技能２号に該当する者は家族を帯同することに

なるため、子ども達は町内の学校で一緒に勉強することになります。

きちんとした教育体系を組んでやらないと文化摩擦が起きることに

なると思いますので、定住する外国人に対する整備を徐々に構築して

いく必要があると思います。 
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２－２【大崎上島町第３次地方人口ビジョン・総合戦略】 

会長 続きまして、協議事項「（２）大崎上島町第３次地方人口ビジョン・総合戦

略」について、株式会社さとゆめから説明をお願いします。 

㈱さとゆめ ＜資料３説明＞ 

会長 ただいまの説明について、ご質問等はありませんでしょうか。 

各委員 ＜意見なし＞ 

会長 続きまして、資料４について、説明をお願いします。 

㈱さとゆめ ＜資料４説明＞ 

会長 ただいまの説明について、ご質問等はありませんでしょうか。 

委員 毎年の実施状況の確認や目標達成の検証は誰がどのように行うの

でしょうか。 

また、大崎上島町には民間アパートがほとんどありません。若者が

Ｕターンして町内に住もうとしても、公営住宅法に基づく町営住宅に

入居するとなれば、所得制限の要件があります。空き家を活用する場

合には多額の改修費用がかかるため、住居を確保しにくい状況があり

ます。公営住宅法に基づかない町営住宅の建設や、柔軟な住宅の受入

体制は計画に含まれているのでしょうか。 

事務局 進捗管理は企画課が事務局となり、事業ごとに担当課や関係団体等

と連携し、計画どおりに進んでいるか検証することを想定していま

す。 

住居については、空き家のリノベーションにも多額の改修費用が必

要で、なかなか進まないということも聞いており、課題と捉えていま

す。物価高騰による建築費の増加などの諸課題がありますので、国の

交付金も活用しながら取り組んでいきたいと考えています。 

委員 最近結婚した若者が、町営住宅の入居を申し込んだところ、所得制

限により対象外だったと聞きました。決められた月収額を超えると町

営住宅には入居できません。その後、空き家を探すことにしたようで

すが、町が積極的に空き家を紹介する仕組みが無いため、定住促進の

ための体制が不十分だと感じています。 

計画の検証方法が不明だと実行への道筋が見えません。計画は年度

ごとに検証されるべきです。検証結果を住民に公表することでやる気

を引き出し、計画を実行すべきだと考えますので、公開方法もきちん

と整理して欲しいです。町民に危機意識を持ってもらい、町職員と共

に進めることが重要です。 

事務局 計画は令和６年度末に策定し、令和７年度に町民対象の説明会を実

施予定です。また、報告会を年１回開催する予定です。 

住居の問題については、人口減少に歯止めをかける策を進めていく

中での足かせにならぬよう是正して、ＵターンやＩターンを促進し、

定住に結びつけるよう努力します。 

委員 新たな産業に挑戦するための、起業支援制度についてはいかがでし

ょうか。 

事務局 移住者が本町で起業する場合には、創業支援の補助金を支給してい

ます。なお、起業支援には条件があり、商工会などと相談し、審査を

経て補助金が支給されます。 
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２－３【その他】 

会長 それでは最後に、今後のスケジュール等について、事務局から説明

をお願いします。 

事務局 ＜資料５説明＞ 

会長 ただいまの説明について、ご質問等はありませんでしょうか。 

各委員 ＜意見なし＞ 

会長 本日の議事については、以上となります。スムーズな進行にご協力

いただき、ありがとうございました。 

それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

事務局  本日は、大変お忙しいところ、ありがとうございました。 

 次回の審議会については、事務局から委員の皆様に日程を調整させ

ていただいた上で、開催のご連絡を文書にてお知らせします。 

 

以上 


